
誓　約　書


令和　　年　　月　　日

（宛先）新居浜市長　


住　　所　〒　　　―
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふりがな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


新居浜市浄化槽設置整備事業補助金の交付申請に当たり、補助金交付要綱第３条に定める次の交付要件に違反していないことを誓約します。

なお、補助金の交付決定後に違反が判明したときは、速やかに市長に報告するとともに、同要綱第１１条に定める交付決定の取消し及び同要綱第１２条に定める補助金の返還命令に応じます。

抜粋
	
新居浜市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

（補助金の交付）
第３条　
　次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
（１）浄化槽法第５条第１項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
（２）住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
（３）建築物の新築に伴う場合、又は増改築前が単独処理浄化槽で、増改築前後の延べ床面積の変更により、人槽区分を変更して設置する者
（４）増改築後の建築物に占める既存部分のうち、ＪＩＳ算定（建築物の用途別による し尿浄化槽の処理対象人員算定基準（ＪＩＳ　Ａ　３３０２）に基づく算定をいう。）の対象となる部分にトイレ、台所及び風呂のいずれもが存在しない住宅に浄化槽を設置する者
（５）国、地方公共団体又はこれらに準じる機関から、この要綱による補助金以外の補助金等を受けて浄化槽を設置する者
（６）増改築後の建築物に既存部分が残存しない住宅に浄化槽を設置する者
（７）補助事業の年度内に浄化槽を設置することができない者
（８）市税等を滞納している者
（９）販売又は賃貸の目的で浄化槽を設置する者
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（補助金の返還）
第12条　市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。




